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 佐賀県東部工業用水道規程第２号 

 佐賀県東部工業用水道職員宿舎規程（昭和55年佐賀県東部工業用水道規程第１号）の一部を次のように改正する。 

  平成26年３月11日 

                                           佐賀県知事  古  川     康    

 次の表に掲げる規定の改正部分は、下線の部分である。 

改正前 改正後 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

宿舎の名称 所在地 

佐賀県東部工業用水道管理事務所宿

舎１号 

鳥栖市安楽寺町955 

〃 宿舎２号 〃 

〃 宿舎３号 〃 

〃 宿舎４号 〃 

〃 江島増圧ポンプ場宿舎 鳥栖市江島町3256 
 

宿舎の名称 所在地 

佐賀県東部工業用水道管理事務所江

島増圧ポンプ場宿舎 

鳥栖市江島町3256 

 

   附 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 


